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(57)【要約】
【課題】本発明は、第２電気部品６９を実装した制御基
板６０を保護することができる基板ユニット５０、電源
制御装置３２、及びスロットマシン１０を提供すること
を目的とする。
【解決手段】一方の面に少なくともコネクタ６３を実装
したスロットマシン１０における制御基板６０と、制御
基板６０に装着して保護するカバー体７０とで構成する
とともに、ケース４０に収納される基板ユニット５０で
あって、コネクタ６３を実装した第１の面６２とは異な
る制御基板６０における第２の面６８に、回路パターン
と第２電気部品６９とを導通可能に接続したハンダ付箇
所を備え、カバー体７０を、所定の間隔を隔てて制御基
板６０の第２の面６８側を覆うように装着可能に形成し
たカバー平面部７１及びカバー側壁部７２と、カバー平
面部７１から延設するとともに、コネクタ６３の外周を
保持するコネクタ保持部７３とで構成したことを特徴と
する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に少なくともコネクタを実装した遊技機における制御基板と、
該制御基板に装着して保護するカバー体とで構成するとともに、略ボックス状の基板収納
箱に収納される基板ユニットであって、
前記コネクタを実装した一方の面とは異なる前記制御基板における他方の面に、
導通配線と電気部品とを導通可能に接続した接続箇所を備え、
前記カバー体を、
所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面側を覆うように装着可能に形成したカバ
ー本体部と、
前記カバー本体部から延設するとともに、前記コネクタの外周を保持するコネクタ保持部
とで構成した
基板ユニット。
【請求項２】
　前記電気部品を第１の電気部品とし、
前記制御基板を、
前記一方の面に前記第１の電気部品、及びコネクタを実装し、前記他方の面に第２の電気
部品を実装した構成とし、
前記カバー本体部を、
所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面を覆うとともに、前記制御基板の側部を
一体的に囲繞する形状に形成した
請求項１に記載の基板ユニット。
【請求項３】
　前記カバー体を、透過性を有する合成樹脂で形成した
請求項１または請求項２に記載の基板ユニット。
【請求項４】
　前記コネクタを、前記基板収納箱から先端が露出する構成とし、
前記コネクタ保持部を、
前記カバー本体部に連結されるとともに、前記コネクタの外周を囲繞する囲繞部分と、
前記基板収納箱の内面に近接する前記囲繞部分の位置から突出したフランジ部分とで一体
形成し、
前記フランジ部分を、
前記囲繞部分が嵌合可能な大きさで前記基板収納箱に開口形成した開口孔の大きさよりも
大きい外形で形成した
請求項１から請求項３のいずれか一つに記載の基板ユニット。
【請求項５】
　前記他方の面に対向して前記基板ユニットの装着を許容する前記基板収納箱の基板取付
部に設けた略柱状のスペーサに対応する前記カバー本体部の位置に、
前記基板取付部側へ向けて立設した少なくとも１つの突起部を備え、
該突起部を、
前記制御基板と前記基板取付部とが対向する対向方向と交差する挿入方向からの前記スペ
ーサの挿入を許容する挿入口を有するとともに嵌合を許容する断面略凹状に形成した
請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の基板ユニット。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の基板ユニットと、
所定の間隔を隔てて対向配置した前記基板ユニットの装着を許容する基板取付部を有する
略ボックス状の基板収納箱とで構成した
制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の制御装置を、筐体内部に配置した
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遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば遊技機において、外部から供給された電力を制御する電源制御装置
のような制御装置、該制御装置に内装される基板ユニット、及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の図柄が描かれたリールを回転させるとともに、適宜のタイミングで停止させるこ
とで、利用者が遊技を楽しむスロットマシンのような遊技機は、電気部品を実装した制御
基板を内部に収容した複数の制御装置によって、リールの回転駆動や回転停止、あるいは
各種演出を制御している。
【０００３】
　このような遊技機における制御装置として、外部から電力の供給を受付けるとともに、
別の制御装置に対して供給する電力を制御する電源制御装置がある。この電源制御装置は
、抵抗器や変圧器などの電気部品や電磁シールドなどを実装した制御基板を、略ボックス
状の基板収納箱に収容、固定して構成している。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載の遊技機は、電源制御基板の一方の面と対向する部分に透明
な窓蓋を設けたケースに、電子部品が実装された電源制御基板を収容、固定して構成した
電源制御装置を筐体内部に配置している。これにより、特許文献１に記載の遊技機は、透
明な窓蓋を介して電源制御基板を観察することができ、電子部品に対する不正行為を早期
に検出できるとされている。
【０００５】
　このような制御基板は、昨今では、コネクタや変圧器などの大型電気部品やＩＣチップ
などの小型電気部品の実装を海外で行うことが増加している。このため、電気部品を実装
した制御基板の輸送過程において、制御基板の回路パターンや電気部品に意図しない外力
が加わって、回路パターンや電気部品が損傷するおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１９７９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の問題に鑑み、電気部品を実装した制御基板を保護することができる基
板ユニット、制御装置、及び遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、一方の面に少なくともコネクタを実装した遊技機における制御基板と、該
制御基板に装着して保護するカバー体とで構成するとともに、略ボックス状の基板収納箱
に収納される基板ユニットであって、前記コネクタを実装した一方の面とは異なる前記制
御基板における他方の面に、導通配線と電気部品とを導通可能に接続した接続箇所を備え
、前記カバー体を、所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面側を覆うように装着
可能に形成したカバー本体部と、前記カバー本体部から延設するとともに、前記コネクタ
の外周を保持するコネクタ保持部とで構成したことを特徴とする。
【０００９】
　上記制御基板は、電力を制御する基板、遊技を制御する基板、遊技にかかる演出を制御
する基板、あるいは液晶画面などを制御する基板などとすることができる。
【００１０】
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　上記導通配線は、制御基板に設けた回路パターン、あるいは導電線などとすることがで
きる。　
　上記電気部品は、変圧器などの大型の電気部品、ＩＣチップなどの高さの低い電気部品
などとすることができる。　
　上記接続箇所は、一方の面に配置した電気部品から延びるとともに、スルーホールを介
して他方の面に露出させた足と、他方の面の導通配線とを接続した接続箇所、あるいは他
方の面の導通配線と他方の面に配置した電気部品とを接続した接続箇所とすることができ
る。
【００１１】
　上記カバー体は、絶縁性を有する合成樹脂製やセラミック製のカバー体、あるいは導電
性を有する金属製のカバー体とすることができる。　
　上記所定の間隔は、接続箇所、あるいは他方の面に配置した電気部品とカバー体とが少
なくとも接触しない間隔とすることができる。　
　上記カバー本体部は、制御基板の側部を全て囲繞して他方の面を覆う形状、他方の面に
当接して装着可能に形成するとともに、他方の面を覆う形状、あるいは所定の間隔を隔て
るために設けた略柱状の脚部を介して一方の面を覆う形状とすることができる。
【００１２】
　この発明により、電気部品を実装した制御基板を保護することができる。　
　具体的には、制御基板に装着した状態のカバー体は、他方の面側を覆うことで、例えば
、一方の面に配置した電気部品から延びる足と他方の面における導通配線との接続箇所や
、他方の面に配置した電気部品を保護することができる。
【００１３】
　このため、基板ユニットは、電気部品と導通配線との接続箇所や、電気部品に対して意
図しない外力が加わることを防止することができる。
【００１４】
　さらに、コネクタ保持部がコネクタを保持しているため、コネクタに対して意図しない
外力が加わった場合であっても、基板ユニットは、コネクタの損傷を防止することができ
る。
【００１５】
　これにより、基板ユニットは、導通配線や電気部品、あるいはコネクタの損傷を防止す
ることができる。そして、電気部品やコネクタを介して制御基板に意図しない外力が加わ
ることを阻止できるため、基板ユニットは、制御基板の損傷も防止することができる。
【００１６】
　このため、基板ユニットを輸送しても、制御基板の損傷を防止するとともに、不具合の
検出が容易となるため、例えば、制御基板とカバー体とを組付ける工程、及び基板収納箱
と基板ユニットとを組付ける工程を、異なる場所で行うことができる。　
　このように基板ユニットは、カバー体によって、電気部品などを実装した制御基板を保
護することができる。
【００１７】
　この発明の態様として、前記電気部品を第１の電気部品とし、前記制御基板を、前記一
方の面に前記第１の電気部品、及びコネクタを実装し、前記他方の面に第２の電気部品を
実装した構成とし、前記カバー本体部を、所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の
面を覆うとともに、前記制御基板の側部を一体的に囲繞する形状に形成することができる
。
【００１８】
　上記第１の電気部品、及び第２の電気部品は、例えば、第１の電気部品をコネクタや変
圧器などの大型電気部品で構成し、第２の電気部品をＩＣチップなどの小型電気部品で構
成して、大きさや形状が制限された基板収納箱に収容可能であって、多くの電気部品を効
率よく実装した制御基板を構成する。
【００１９】
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　この発明により、制御基板に装着した状態のカバー体は、制御基板の他方の面において
、第２の電気部品を配置した外側及び側方を隙間なく覆うことができる。換言すると、制
御基板における他方の面側に、制御基板とカバー体とで囲われた隙間のない空間を形成す
ることができる。
【００２０】
　さらに、万一、第２の電気部品が脱落しても、基板ユニットは、カバー体と制御基板と
で囲われた空間内に、第２の電気部品を留まらせることができる。このため、例えば、基
板ユニットを軽く揺するだけで異音が発生し、第２の電気部品が脱落したことを容易に検
出することができる。　
　従って、基板ユニットは、カバー体によって、第２の電気部品などを実装した制御基板
を保護するとともに、第２の電気部品の脱落を容易に検出することができる。
【００２１】
　また、この発明の態様として、前記カバー体を、透過性を有する合成樹脂で形成するこ
とができる。　
　この発明により、基板ユニットは、カバー体を介して、制御基板とカバー体とで囲われ
た隙間のない空間内、及び制御基板における他方の面を全て観察可能にすることができる
。
【００２２】
　これにより、例えば、万一、他方の面に配置した電気部品が脱落した場合、基板ユニッ
トは、脱落した電気部品を、カバー体を介した目視によって容易に検出することができる
。このため、基板ユニットは、電気部品の脱落と、脱落によって制御基板のどの部位に不
良が生じたかを目視によって容易に検出することができる。
【００２３】
　さらに、他方の面における回路パターンやハンダ部分が観察可能なため、基板ユニット
は、回路パターンの損傷や、ハンダ割れなどを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニットは、電気部品の脱落だけでなく、他方の面における不具合をさら
に容易に検出することができる。
【００２４】
　また、この発明の態様として、前記コネクタを、前記基板収納箱から先端が露出する構
成とし、前記コネクタ保持部を、前記カバー本体部に連結されるとともに、前記コネクタ
の外周を囲繞する囲繞部分と、前記基板収納箱の内面に近接する前記囲繞部分の位置から
突出したフランジ部分とで一体形成し、前記フランジ部分を、前記囲繞部分が嵌合可能な
大きさで前記基板収納箱に開口形成した開口孔の大きさよりも大きい外形で形成すること
ができる。
【００２５】
　この発明により、基板ユニットは、例えば、基板収納箱に基板ユニットを装着した際、
基板収納箱の開口孔と囲繞部分との隙間を、フランジ部分によって閉塞することができる
。このため、基板ユニットは、埃や異物が基板収納箱の内部に侵入する、あるいは意図的
に異物を挿入する不正な行為をフランジ部分によって阻止することができる。
【００２６】
　これにより、基板ユニットは、一方の面に配置した電気部品の埃や異物の付着による損
傷や短絡を防止するとともに、制御基板に対する不正な行為を防止することができる。　
　従って、基板ユニットは、基板収納箱の開口孔を介してコネクタが露出する場合であっ
ても、フランジ部分によって、電気部品を実装した制御基板の一方の面も保護することが
できる。
【００２７】
　また、この発明の態様として、前記他方の面に対向して前記基板ユニットの装着を許容
する前記基板収納箱の基板取付部に設けた略柱状のスペーサに対応する前記カバー本体部
の位置に、前記基板取付部側へ向けて立設した少なくとも１つの突起部を備え、該突起部
を、前記制御基板と前記基板取付部とが対向する対向方向と交差する挿入方向からの前記
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スペーサの挿入を許容する挿入口を有するとともに嵌合を許容する断面略凹状に形成する
ことができる。
【００２８】
　上記断面略凹状の突起部は、断面略Ｙ字状、断面略Ｖ字状、断面略Ｕ字状、断面略Ｊ字
状、断面略Ｃ字状、あるいは断面略コ字状などであって、スペーサに対して嵌合する、あ
るいは嵌合係止する形状とすることができる。
【００２９】
　この発明により、基板収納箱の基板取付部に装着する際、基板ユニットは、挿入方向に
沿って装着することで、スペーサと突起部とを嵌合させることができる。このため、基板
ユニットは、基板収納箱に対する位置を容易に決定することができる。この際、カバー体
は、挿入方向に沿ったスペーサとの接触による制御基板の損傷を防止することができる。
【００３０】
　これにより、例えば、スペーサに対して制御基板をネジで締結する構成の場合、基板ユ
ニットは、制御基板に設けたネジの挿通を許容する挿通孔と、カバー体に設けたネジの挿
通を許容するカバー挿通孔と、スペーサに設けたネジが螺合するネジ孔とを、スペーサと
突起部による位置決めによって容易に略一致させることができる。
【００３１】
　このため、基板ユニットは、スペーサの位置が視認できない場合であっても、基板収納
箱の基板取付部に対する制御基板の装着を容易にすることができる。　
　従って、基板ユニットは、カバー体に設けた突起部によって、他方の面を保護するとと
もに、基板収納箱に対する装着をより容易にすることができる。
【００３２】
　また、この発明は、上述した基板ユニットと、所定の間隔を隔てて対向配置した前記基
板ユニットの装着を許容する基板取付部を有する略ボックス状の基板収納箱とで構成した
制御装置であることを特徴とする。　
　この発明により、電気部品を実装した制御基板を保護するとともに、電気部品の脱落を
容易に検出できる基板ユニットによって、組付け前に制御基板の不良検出を容易にした制
御装置を構成することができる。
【００３３】
　また、この発明は、上述した制御装置を、筐体内部に配置した遊技機であることを特徴
とする。　
　この発明により、制御基板の不良検出を容易にした制御装置によって、安定した遊技を
行うことができる遊技機を構成することができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明により、電気部品を実装した制御基板を保護できる基板ユニット、制御装置、及
び遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】スロットマシンにおける前方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図２】電源制御装置における前方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図３】電源制御装置における後方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図４】ケースにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図５】ケース本体と基板ユニットとを分解した外観を示す分解斜視図。
【図６】基板ユニットにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図７】基板ユニットにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図８】基板ユニットにおける右側面視の外観を示す右側面図。
【図９】図８中のＡ－Ａ矢視断面図。
【図１０】ケース本体に装着した状態におけるコネクタ近傍の断面を示す縦断面図。
【図１１】ケースに基板ユニットを装着する第１工程を説明する説明図。
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【図１２】ケースに基板ユニットを装着する第２工程を説明する説明図。
【図１３】ケースに基板ユニットを装着した状態を説明する説明図。
【図１４】別の突起部の形状を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　本実施形態では、一例として遊技ホールに設置されるスロットマシン１０における電源
制御装置３２について説明する。
【００３７】
　なお、図１はスロットマシン１０における前方上方からの外観斜視図を示している。　
　また、図１中において、矢印Ｘは前後方向を示し（以下「前後方向Ｘ」とする）、矢印
Ｙは左右方向を示している（以下、「左右方向Ｙ」とする）。さらに、図１中の上側を上
方とし、図１中の下側を下方とする。　
　また、前後方向Ｘにおける前方向を前方向Ｘｆとし、後方向を後方向Ｘｂとし、左右方
向Ｙにおける右方向を右方向Ｙｒとし、左方向を左方向Ｙｌとする。
【００３８】
　まず、スロットマシン１０は、図１に示すように、正面視略矩形の箱状体であって、利
用者と対面する前扉２０と、前方向Ｘｆ側が開口した筐体本体３０とで構成している。な
お、前扉２０は、筐体本体３０の前方左端を回転中心にして開閉可能に取り付けられてい
る。
【００３９】
　前扉２０における利用者と対面する表面部分は、液晶モニタ２１、２つの上部スピーカ
ー２２、表示窓２３、操作部２４、パネル部２５、２つの下部スピーカー２６、メダル排
出口２７、及び受け皿２８で構成している。
【００４０】
　より詳しくは、液晶モニタ２１は、前扉２０の上部中央に配置され、遊技中の各種演出
画面や操作の案内画面を表示する機能を有している。この液晶モニタ２１は、前扉２０の
裏面部分に配置された液晶制御装置（図示省略）によって制御される。　
　なお、液晶制御装置は、電気的に接続した後述するサブ制御装置からの制御信号に基づ
いて、遊技に応じた画面情報を液晶モニタ２１に出力する機能を有している。
【００４１】
　上部スピーカー２２は、液晶モニタ２１の左右両端に配置され、後述するメイン制御装
置から出力された音声信号を出力する機能を有している。　
　表示窓２３は、前扉２０の略中央に配置され、筐体本体３０の略中央に配置したリール
ユニット３１の一部分やクレジット枚数の表示などを視認可能な透明部分（図示省略）と
、入賞ラインなどをプリントした不透明部分（図示省略）とを一体にして構成している。
なお、前扉２０の裏面部分における表示窓２３の周囲には、裏面から表示窓２３を照明す
るバックライトなどが配置されている。
【００４２】
　操作部２４は、表示窓２３の下方において前方に膨出した部分に配置されたメダル投入
口２４ａ、入力ボタンユニット２４ｂ、ＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃ、投入精算ボタンユニ
ット２４ｄ、スタートレバー２４ｅ、３つのストップボタン２４ｆで構成している。なお
、操作部２４は、後述するメイン制御装置と電気的に接続している。
【００４３】
　メダル投入口２４ａは、操作部２４の上面右端に配置され、利用者によるメダルの投入
を受付ける機能を有している。なお、前扉２０の裏面部分には、メダル投入口２４ａに接
続されるとともに、投入されたメダルを検出する機能と、メダルを選別する機能と、選別
したメダルに応じて後述するメダル払出装置、あるいはメダル排出口２７に排出する機能
とを有するメダルセレクター（図示省略）を配置している。
【００４４】
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　入力ボタンユニット２４ｂは、操作部２４の上面略中央に配置され、液晶モニタ２１に
表示された画面の指示に沿って利用者による選択押下操作を許容する選択ボタン（図示省
略）と、チャンスボタン（図示省略）とで構成している。　
　ＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃは、入力ボタンユニット２４ｂの左側に配置され、一回の遊
技におけるメダルの最大賭け数を、獲得したメダル枚数をデータとして蓄積しているクレ
ジットからセットすることを所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４５】
　投入精算ボタンユニット２４ｄは、操作部２４の上面左端に配置され、利用者による押
下操作によって、一回の遊技におけるメダルの賭け数を、クレジットから一枚ずつセット
する投入ボタン（図示省略）と、クレジットに貯留されているメダルを精算して排出する
精算ボタン（図示省略）とで構成している。　
　スタートレバー２４ｅは、操作部２４の前面左端に配置され、リールユニット３１を構
成する３つのリールの回転開始を所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４６】
　３つのストップボタン２４ｆは、操作部２４の前面略中央に並置され、リールユニット
３１の３つのリールにそれぞれ対応している。このストップボタン２４ｆは、対応するリ
ールの回転停止を所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４７】
　パネル部２５は、操作部２４の下方に配置され、スロットマシン１０の機種名を示すイ
ラストなどのパネルと、パネルを照明するバックライトなどで構成している。　
　下部スピーカー２６は、パネル部２５の下方における左右両端に配置され、後述するサ
ブ制御装置から出力された音声信号を出力する機能を有している。
【００４８】
　メダル排出口２７は、パネル部２５の下方における略中央に配置され、前扉２０の裏面
に配置したメダルセレクター、あるいは後述する筐体本体３０に配置したメダル払出装置
から搬送されたメダルを受け皿２８に排出するように構成している。　
　受け皿２８は、前扉２０の下部において前方に向けて配置され、メダル排出口２７から
排出されたメダルを貯留可能に構成している。
【００４９】
　一方、筐体本体３０の内部には、詳細な図示を省略するが、メイン制御装置、サブ制御
装置、リールユニット３１、メダル払出装置、補助タンク、及び電源制御装置３２などを
配置している。
【００５０】
　より詳しくは、メイン制御装置は、操作部２４やリールユニット３１などの各種機器と
電気的に接続され、スタートレバー２４ｅからの入力信号によって抽選する機能、ストッ
プボタン２４ｆからの入力信号によってリールユニット３１の回転、停止を制御する機能
などを有している。さらに、メイン制御装置は、電気的に接続された上部スピーカー２２
及び下部スピーカー２６へ音声信号を出力する機能を有している。
【００５１】
　サブ制御装置は、メイン制御装置及び各種機器と電気的に接続されている。このサブ制
御装置は、メイン制御装置からの入力信号により、各種演出動作を決定して、液晶制御装
置への制御信号を出力する機能、及び各バックライトなどを制御する機能を有している。
【００５２】
　リールユニット３１は、複数の図柄がプリントされたリールを３つ並置するとともに、
電気的に接続されたメイン制御装置による制御によって、それぞれ独立して回転、停止す
る機能を有している。　
　メダル払出装置は、メダル投入口２４ａから投入されたメダルを貯留する機能と、遊技
の進行に応じてメダル排出口２７を介してメダルを排出する機能とを有している。
【００５３】
　補助タンクは、メダル払出装置に隣接して配置され、メダル払出装置から溢れたメダル
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を貯留する機能を有している。　
　電源制御装置３２は、外部から供給される電力を制御する機能と、上述した各部に電力
を供給する機能とを有している。
【００５４】
　このような構成のスロットマシン１０は、利用者が一回の遊技における最大賭け数のメ
ダルをメダル投入口２４ａに投入する、あるいはＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃを押下操作し
て、一回の遊技におけるメダルの最大賭け数をクレジットからセットし、スタートレバー
２４ｅを操作すると、３つのリールが回転開始する。
【００５５】
　その後、利用者が、３つのストップボタン２４ｆを任意のタイミングで押下することで
、ストップボタン２４ｆに対応したリールが停止する。リールにプリントされた図柄が揃
えば、図柄に応じてメダルがクレジットに貯留される、あるいはメダル排出口２７から排
出される。このようにして、利用者は、スロットマシン１０における遊技を楽しむ。
【００５６】
　引続き、上述した電源制御装置３２について、図２から図１０を用いて詳しく説明する
。　
　なお、図２は電源制御装置３２における前方上方からの外観斜視図を示し、図３は電源
制御装置３２における後方上方からの外観斜視図を示し、図４はケース４０における構成
要素の分解斜視図を示し、図５はケース本体４３と基板ユニット５０とを分解した分解斜
視図を示している。
【００５７】
　さらに、図６は基板ユニット５０における構成要素の分解斜視図を示し、図７は基板ユ
ニット５０における構成要素の分解斜視図を示し、図８は基板ユニットにおける右側面視
からの右側面図を示し、図９は図８中のＡ－Ａ矢視断面図を示し、図１０はケース本体４
３に装着した状態におけるコネクタ６３近傍の縦断面図を示している。
【００５８】
　電源制御装置３２は、図２及び図３に示すように、上下方向に長い正面視略矩形のボッ
クス状であって、前面に電源スイッチ４１ｂが配置され、上面からコネクタ６３が露出す
るとともに、背面下部から電源コネクタ４６ｂが露出している。
【００５９】
　より詳しくは、電源制御装置３２は、図４及び図５に示すように、ケース４０と、ケー
ス４０の内部に固定した基板ユニット５０とで構成している。　
　ケース４０は、図４に示すように、前面部分である前面パネル４１と、左側面部分であ
る左側面パネル４２と、右側面部分、上面部分、底面部分、及び背面部分を一体形成した
ケース本体４３とで構成している。
【００６０】
　前面パネル４１は、略平板状の平板の四辺を後方に折り返した立体形状に形成している
。この前面パネル４１における折り返した上面、及び底面には、ケース本体４３に螺合す
るネジ１の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省略）を形成している。
【００６１】
　さらに、前面パネル４１における前面部分には、開閉可能で透明なスイッチカバー４１
ａで覆われた電源スイッチ４１ｂを配置している。なお、電源スイッチ４１ｂは、複数の
被覆電線の先端に設けたスイッチ用オス型コネクタ４１ｃを介して、後述する基板ユニッ
ト５０のスイッチ用メス型コネクタ６５に電気的に接続される。
【００６２】
　左側面パネル４２は、略平板状の側面本体部４２ａと、側面本体部４２ａの上端から上
方に延設した上方外縁部４２ｂと、前端から前方に延設した前方外縁部４２ｃとを一体に
して形成している。　
　側面本体部４２ａは、後述するケース本体４３における左側方の開口を閉塞可能な大き
さに形成するとともに、ケース本体４３に螺合するネジ１の挿通を許容するネジ挿通孔（
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図示省略）を８つ形成している。
【００６３】
　上方外縁部４２ｂは、側面本体部４２ａにおける前後方向Ｘの長さと略同等の長さで、
上方に向けて所定の長さで延設している。この上方外縁部４２ｂには、筐体本体３０の内
面に電源制御装置３２を固定するネジ（図示省略）の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省
略）を１つ開口形成している。
【００６４】
　前方外縁部４２ｃは、側面本体部４２ａにおける上下方向の長さと略同等の長さで、前
方に向けて所定の長さで延設している。この前方外縁部４２ｃには、筐体本体３０の内面
に電源制御装置３２を固定するネジ（図示省略）の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省略
）を２つ開口形成している。
【００６５】
　ケース本体４３は、図５に示すように、ケース４０の上面部分である上面部４４と、ケ
ース４０の底面部分である底面部４５と、ケース４０の背面部分である背面部４６と、ケ
ース４０の右側面部分である右側面部４７とを一体にして形成している。
【００６６】
　上面部４４は、右側面部４７の上端から延設して形成している。この上面部４４には、
前端から後方向Ｘｂに向けて開口形成した開口孔４４ａを備えている。この開口孔４４ａ
は、後述するコネクタ保持部７３の嵌合を許容する大きさで、前端が開口した端部開口孔
形状に形成している。
【００６７】
　さらに、上面部４４の左端には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介し
て左側面パネル４２の装着を許容するパネル装着部４４ｂを一体形成し、上面部４４の前
端には、ネジ１を介して前面パネル４１の装着を許容する前端延設部４４ｃを一体形成し
ている。
【００６８】
　底面部４５は、右側面部４７の下端から延設して形成している。この底面部４５の左端
には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介して左側面パネル４２の装着を
許容するパネル装着部４５ａを一体形成し、底面部４５の前端には、ネジ１を介して前面
パネル４１の装着を許容する前端延設部４５ｂを一体形成している。
【００６９】
　背面部４６は、右側面部４７の後端から略垂直に折り曲げて形成した部分と、底面部４
５の後端から略垂直に折り曲げて形成した部分とを組み合わせて形成している。さらに、
背面部４６の左端には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介して左側面パ
ネル４２の装着を許容するパネル装着部４６ａを一体形成している。
【００７０】
　加えて、背面部４６における下方は、電源ケーブルの接続を許容する電源コネクタ４６
ｂの先端を外部に露出させて装着可能に構成している。なお、電源コネクタ４６ｂは、複
数の被覆電線の先端に設けた電源用オス型コネクタ４６ｃを介して、後述する基板ユニッ
ト５０の電源用メス型コネクタ６６に電気的に接続される。
【００７１】
　右側面部４７は、所定の間隔を隔てて基板ユニット５０の取付けを許容する略平板状に
形成している。この右側面部４７には、後述する基板ユニット５０の第１挿通孔６１ａに
対応する位置に、後述するネジ２の螺合を許容する略柱状のスペーサ４７ａを５つ配置し
ている（図１１参照）。
【００７２】
　このスペーサ４７ａは、右側面部４７に予め開口形成した穴に対して圧入嵌合すること
で、右側面部４７との相対回転を不可にして一体的に組み付けている。　
　このように上面部４４、底面部４５、背面部４６、及び右側面部４７で一体的に構成し
たケース本体４３は、左方向Ｙｌ、及び前方向Ｘｆが開口した形状に形成している。なお
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、ケース本体４３における前方向Ｘｆの開口を、基板ユニット５０の挿入を許容する挿入
部４３ａとする。
【００７３】
　基板ユニット５０は、図６及び図７に示すように、電子部品を実装した制御基板６０と
、制御基板６０を覆うカバー体７０とで構成している。　
　制御基板６０は、図６及び図７に示すように、回路パターン（図示省略）やスルーホー
ル（図示省略）などが形成されたプリント配線基板６１と、プリント配線基板６１に実装
したコネクタ６３や電気部品などで構成している。
【００７４】
　より詳しくは、プリント配線基板６１は、所定の厚みを有する側面視略矩形の平板であ
って、前方下端及び後方下端の隅部を略矩形に切断した形状に形成している。そして、左
右方向Ｙにおいて、プリント配線基板６１における左側面パネル４２と対面する第１の面
６２に、コネクタ６３、第１電気部品６４、スイッチ用メス型コネクタ６５、電源用メス
型コネクタ６６、及び放熱板６７などを実装し、プリント配線基板６１における右側面部
４７と対面する第２の面６８に、第２電気部品６９を実装して、制御基板６０を構成して
いる。
【００７５】
　さらに、制御基板６０には、スペーサ４７ａに螺合するネジ２の挿通を許容する５つの
第１挿通孔６１ａと、カバー体７０に螺合するネジ３の挿通を許容する３つの第２挿通孔
６１ｂを形成している。
【００７６】
　第１挿通孔６１ａは、上下方向の上端近傍において、前後方向Ｘの略中央よりやや前方
及び後端近傍にそれぞれ１つずつ並置し、上下方向の略中央において、前後方向Ｘの略中
央に１つ配置し、上下方向の略中央より下方において、前後方向Ｘの後端近傍に１つ配置
し、上下方向の下端近傍において前後方向の前端近傍に１つ配置している。
【００７７】
　一方、第２挿通孔６１ｂは、上下方向の上端近傍よりやや下方において、前後方向Ｘの
前端に１つ配置し、上端後方近傍の第１挿通孔６１ａの下方に１つ配置し、上下方向の下
端において、前後方向Ｘの後端に１つ配置している。
【００７８】
　コネクタ６３は、プリント配線基板６１における上端及び前端近傍において、内部に保
持した複数の端子を露出させる開口を上方に向けて配置している。なお、端子の他端は、
プリント配線基板６１に設けたスルーホールを介して第２の面６８にその先端が露出する
とともに、第２の面６８にハンダ付けされている。
【００７９】
　第１電気部品６４は、電解コンデンサや、抵抗器、トランス、半導体ＩＣなどである。
なお、第１電気部品６４は、スルーホールを介して第２の面６８に突出した足を、第２の
面６８に設けた回路パターンにハンダ付けによって導通可能に接続している。　
　第２電気部品６９は、左右方向Ｙにおける厚みが薄い半導体ＩＣなどである。なお、第
２電気部品６９は、第２の面６８に設けた回路パターンにハンダ付けによる表面実装によ
って導通可能に接続している。
【００８０】
　カバー体７０は、図６から図１０に示すように、透過性の合成樹脂で形成され、第２の
面６８に対して、第２電気部品６９が接触しない間隔を隔てて対向する略平板状のカバー
平面部７１と、カバー平面部７１の外縁から制御基板６０側へ延設したカバー側壁部７２
と、カバー平面部７１から制御基板６０側へ延設したコネクタ保持部７３とを一体にして
形成している。
【００８１】
　カバー平面部７１は、平面視において、制御基板６０における第２の面６８と略同等の
形状、及び大きさに形成している。さらに、カバー平面部７１には、第１挿通孔６１ａに
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対応する位置において、制御基板６０に向けて略円柱状に立設するとともに、ネジ２の挿
通を許容する５つのネジ挿通部７４を形成している。
【００８２】
　加えて、カバー平面部７１には、第２挿通孔６１ｂに対応する位置において、左右方向
Ｙに向けて両面から略円柱状に立設するとともに、ネジ３の螺合を許容する３つのネジ取
付部７５を形成している。　
　カバー側壁部７２は、図９に示すように、プリント配線基板６１の側部６１ｃを全て囲
繞するように、カバー平面部７１の外縁に沿って形成している。
【００８３】
　また、左右方向Ｙにおいて、右側面部４７と対面するカバー平面部７１の面には、図７
及び図８に示すように、３つの第１挿通孔６１ａに対応する位置に、外方に向けて突出し
た３つの突起部７６を形成している。
【００８４】
　より詳しくは、突起部７６は、上下方向の上端近傍で前後方向Ｘの略中央よりやや前方
に位置する第１挿通孔６１ａ、上下方向の略中央より下方で後端近傍に位置する第１挿通
孔６１ａ、上下方向の下端近傍で前端近傍に位置する第１挿通孔６１ａに対応する位置に
形成している。つまり、突起部７６は、上下方向及び前後方向Ｘにおいて、それぞれ異な
る位置に配置している。
【００８５】
　この突起部７６は、図８及び図１０に示すように、後方向Ｘｂ側が開口した断面略Ｙ字
状に形成している。突起部７６は、後方向Ｘｂ側の開口をスペーサ４７ａの挿入を許容す
る挿入口７６ａとして、上下方向で対向する面でスペーサ４７ａを挟持するように形成し
ている（図１３参照）。なお、突起部７６は、スペーサ４７ａの軸方向長さより短い長さ
で、カバー平面部７１から突出して形成している。
【００８６】
　コネクタ保持部７３は、図７及び図１０に示すように、カバー平面部７１の上端前方近
傍において、コネクタ６３に対応する位置に形成している。このコネクタ保持部７３は、
コネクタ６３の外周を囲繞する囲繞部７３ａと、囲繞部７３ａの外周面から外方に向けて
突出したフランジ部７３ｂと、囲繞部７３ａとカバー平面部７１とを連結して支持する支
持部７３ｃを一体構成している。
【００８７】
　囲繞部７３ａは、上面部４４の開口孔４４ａと略同等で嵌合可能な大きさの外形に形成
している。さらに、囲繞部７３ａは、コネクタ６３の外形と略同等の大きさで開口形成す
るとともに、コネクタ６３を保持するコネクタ開口孔７３ｄを備えている。
【００８８】
　フランジ部７３ｂは、囲繞部７３ａにおける上面部４４の内面に近接する位置において
、開口孔４４ａの外形より大きい大きさの略平板状に形成している。　
　支持部７３ｃは、上下方向において、フランジ部７３ｂと略同位置に形成するとともに
、フランジ部７３ｂと一体的に形成している。
【００８９】
　以上のような構成の電源制御装置３２において、制御基板６０とカバー体７０とを組付
ける工程、及び基板ユニット５０とケース４０とを組付ける工程について、図１１から図
１３を用いて詳しく説明する。
【００９０】
　なお、図１１はケース４０に基板ユニット５０を装着する第１工程を説明する説明図を
示し、図１２はケース４０に基板ユニット５０を装着する第２工程を説明する説明図を示
し、図１３はケース４０に基板ユニット５０を装着した状態を説明する説明図を示してい
る。
【００９１】
　まず、制御基板６０をカバー体７０に装着する。より詳しくは、制御基板６０のコネク
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タ６３を、コネクタ開口孔７３ｄに対して下方から挿入する。そして、コネクタ６３とコ
ネクタ開口孔７３ｄとの接触箇所を支点にして、制御基板６０の下端を回転させながら、
制御基板６０をカバー体７０に装着する。
【００９２】
　この際、カバー体７０のカバー側壁部７２が、プリント配線基板６１の側部６１ｃを隙
間なく覆うように、制御基板６０をカバー体７０に装着する。そして、カバー体７０に制
御基板６０を装着すると、３つのネジ３を制御基板６０の第２挿通孔６１ｂに挿通すると
ともに、カバー体７０のネジ取付部７５に螺合して、制御基板６０とカバー体７０とを締
結し、基板ユニット５０を構成する。
【００９３】
　その後、基板ユニット５０をケース本体４３に装着する。より詳しくは、図１１に示す
ように、カバー体７０を右方向Ｙｒに向けた基板ユニット５０を、挿入部４３ａから後方
向Ｘｂに向けてケース本体４３に挿入する。この際、図１０及び図１２に示すように、フ
ランジ部７３ｂが上面部４４の内面側に位置するようにして、コネクタ保持部７３の囲繞
部７３ａをケース４０の開口孔４４ａに嵌合させながら挿入する。
【００９４】
　さらに、後方向Ｘｂに向けて基板ユニット５０を挿入すると、図１３に示すように、突
起部７６に対して、スペーサ４７ａが挿入口７６ａを介して嵌合して、制御基板６０の第
１挿通孔６１ａと、カバー平面部７１のネジ挿通部７４と、スペーサ４７ａとが側面視に
おいて略一致する。
【００９５】
　この状態において、第１挿通孔６１ａを介してネジ２をスペーサ４７ａに螺合すること
で、ケース本体４３に対して基板ユニット５０を締結する。ケース本体４３と基板ユニッ
ト５０とを締結したのち、電源用オス型コネクタ４６ｃを制御基板６０の電源用メス型コ
ネクタ６６に接続する。
【００９６】
　その後、ケース本体４３の挿入部４３ａを閉塞するように、前面パネル４１を被せて、
ネジ１で、ケース本体４３と前面パネル４１とを締結する。そして、スイッチ用オス型コ
ネクタ４１ｃを制御基板６０のスイッチ用メス型コネクタ６５に接続する。
【００９７】
　さらに、ケース本体４３に対して左側面パネル４２を被せて、ネジ１でケース本体４３
と左側面パネル４２とを締結して電源制御装置３２を構成する。このようにして組み付け
た電源制御装置３２を筐体本体３０の所定の位置に固定する。
【００９８】
　以上のような構成を実現する基板ユニット５０、電源制御装置３２、及びスロットマシ
ン１０は、第２電気部品６９を実装した制御基板６０を保護することができる。
【００９９】
　具体的には、制御基板６０に装着した状態のカバー体７０は、第２の面６８側を覆うこ
とで、第１の面６２に配置した第１電気部品６４から延びる足と第２の面６８における回
路パターンとのハンダ付け箇所や、第２の面６８に配置した第電気部品６９を保護するこ
とができる。
【０１００】
　このため、基板ユニット５０は、第１電気部品６４と回路パターンとのハンダ付け箇所
や、第２電気部品６９に対して意図しない外力が加わることを防止することができる。
【０１０１】
　さらに、コネクタ保持部７３がコネクタ６３を保持しているため、コネクタ６３に対し
て意図しない外力が加わった場合であっても、基板ユニット５０は、コネクタ６３の損傷
を防止することができる。
【０１０２】
　これにより、基板ユニット５０は、回路パターンや第２電気部品６９、あるいはコネク
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タ６３の損傷を防止することができる。そして、第２電気部品６９やコネクタ６３を介し
て制御基板６０に意図しない外力が加わることを阻止できるため、基板ユニット５０は、
制御基板６０の損傷も防止することができる。
【０１０３】
　このため、基板ユニット５０を輸送しても、制御基板６０の損傷を防止するとともに、
不具合の検出が容易となるため、例えば、制御基板６０とカバー体７０とを組付ける工程
、及びケース４０と基板ユニット５０とを組付ける工程を、異なる場所で行うことができ
る。　
　このように、基板ユニット５０は、カバー体７０によって、第２電気部品６９などを実
装した制御基板６０を保護することができる。
【０１０４】
　また、カバー平面部７１及びカバー側壁部７２によって、制御基板６０を覆うことで、
制御基板６０に装着した状態のカバー体７０は、制御基板６０の第２の面６８において、
第２電気部品６９を配置した外側及び側方を隙間なく覆うことができる。換言すると、制
御基板６０における第２の面６８側に、制御基板６０とカバー体７０とで囲われた隙間の
ない空間を形成することができる。
【０１０５】
　さらに、万一、第２電気部品６９が脱落しても、基板ユニット５０は、カバー体７０と
制御基板６０とで囲われた空間内に、第２電気部品６９を留まらせることができる。この
ため、例えば、基板ユニット５０を軽く揺するだけで異音が発生し、第２電気部品６９が
脱落したことを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、カバー体７０によって、第２電気部品６９などを実装し
た制御基板６０を保護するとともに、第２電気部品６９の脱落を容易に検出することがで
きる。
【０１０６】
　また、カバー体７０を透過性の合成樹脂で形成したことにより、基板ユニット５０は、
カバー体７０を介して、制御基板６０とカバー体７０とで囲われた隙間のない空間内、及
び制御基板６０における第２の面６８を全て観察可能にすることができる。
【０１０７】
　これにより、万一、第２電気部品６９が脱落した場合、基板ユニット５０は、脱落した
第２電気部品６９を、カバー体７０を介した目視によって容易に検出することができる。
このため、基板ユニット５０は、第２電気部品６９の脱落と、脱落によって制御基板６０
のどの部位に不良が生じたかを目視によって容易に検出することができる。
【０１０８】
　さらに、第２の面６８における回路パターンやハンダ部分が観察可能なため、基板ユニ
ット５０は、回路パターンの損傷や、ハンダ割れなどを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、第２電気部品６９の脱落だけでなく、第２の面６８にお
ける不具合をさらに容易に検出することができる。
【０１０９】
　また、コネクタ保持部７３のフランジ部７３ｂを、ケース４０の開口孔４４ａの大きさ
よりも大きい外形で形成したことにより、基板ユニット５０は、ケース４０に基板ユニッ
ト５０を装着した際、ケース４０の開口孔４４ａと囲繞部７３ａとの隙間を、フランジ部
７３ｂによって閉塞することができる。このため、基板ユニット５０は、埃や異物がケー
ス４０の内部に侵入する、あるいは意図的に異物を挿入する不正な行為をフランジ部７３
ｂによって阻止することができる。
【０１１０】
　これにより、基板ユニット５０は、埃や異物の付着による第１電気部品６４の損傷や短
絡を防止するとともに、制御基板６０に対する不正な行為を防止することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、ケース４０の開口孔４４ａを介してコネクタ６３が露出
する場合であっても、フランジ部７３ｂによって、第１電気部品６４を実装した制御基板
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６０の一方の面も保護することができる。
【０１１１】
　また、カバー平面部７１に、後方向Ｘｂからのスペーサ４７ａの挿入を許容する挿入口
７６ａを有するとともに嵌合を許容する３つの突起部７６を備えたことにより、ケース４
０の右側面部４７に装着する際、基板ユニット５０は、後方向Ｘｂに沿って装着すること
で、スペーサ４７ａと突起部７６とを嵌合させることができる。
【０１１２】
　このため、基板ユニット５０は、ケース４０に対する位置を容易に決定することができ
る。この際、カバー体７０は、後方向Ｘｂに沿ったスペーサ４７ａとの接触による制御基
板６０の損傷を防止することができる。
【０１１３】
　さらに、スペーサ４７ａと突起部７６とが嵌合することによって、基板ユニット５０と
右側面部４７との位置決めが容易になるため、基板ユニット５０は、制御基板６０の第１
挿通孔６１ａと、カバー体７０のネジ挿通部７４と、スペーサ４７ａとを容易に略一致さ
せることができる。
【０１１４】
　このため、基板ユニット５０は、スペーサ４７ａの位置が視認できない場合であっても
、ケース４０の右側面部４７に対する制御基板６０の装着を容易にすることができる。　
　従って、基板ユニット５０は、カバー体７０に設けた突起部７６によって、第２の面６
８を保護するとともに、ケース４０に対する装着をより容易にすることができる。
【０１１５】
　また、ケース４０に基板ユニット５０を装着したことにより、第２電気部品６９を実装
した制御基板６０を保護するとともに、第２電気部品６９の脱落を容易に検出できる基板
ユニット５０によって、組付け前に制御基板６０の不良検出を容易にした電源制御装置３
２を構成することができる。
【０１１６】
　また、電源制御装置３２を、筐体本体３０の内部に配置したことにより、制御基板６０
の不良検出を容易にした電源制御装置３２によって、安定した遊技を行うことができるス
ロットマシン１０を構成することができる。
【０１１７】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明の導通配線は、実施形態の回路パターンに対応し、
以下同様に、
一方の面は、第１の面６２に対応し、
第１の電気部品は、第１電気部品６４に対応し、
他方の面は、第２の面６８に対応し、
第２の電気部品は、第２電気部品６９に対応し、
遊技機は、スロットマシン１０に対応し、
基板収納箱は、ケース４０に対応し、
所定の間隔は、第２電気部品６９が接触しない間隔に対応し、
カバー本体部は、カバー平面部７１、及びカバー側壁部７２に対応し、
囲繞部分は、囲繞部７３ａに対応し、
フランジ部分は、フランジ部７３ｂに対応し、
支持部分は、支持部７３ｃに対応し、
基板取付部は、右側面部４７に対応し、
対向方向は、左右方向Ｙに対応し、
挿入方向は、後方向Ｘｂに対応し、
制御装置は、電源制御装置３２に対応し、
筐体は、筐体本体３０に対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を



(16) JP 2015-80689 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

得ることができる。
【０１１８】
　例えば、上述の実施形態では、電源制御装置３２における基板ユニット５０について説
明したが、これに限定せず、メイン制御装置、サブ制御装置、あるいは液晶制御装置にお
ける基板ユニットであってもよい。　
　また、カバー体７０を絶縁性及び透過性を有する合成樹脂製としたが、これに限定せず
、絶縁性を有するセラミック製のカバー体などとしてもよい。
【０１１９】
　また、制御基板６０の第２の面６８を隙間なく覆うカバー本体部を、カバー平面部７１
及びカバー側壁部７２で構成としたが、これに限定せず、第２の面６８を隙間なく覆うド
ーム状のカバー本体部によってカバー体７０を構成してもよい。　
　また、カバー平面部７１とカバー側壁部７２とによって、制御基板６０の第２の面６９
を隙間なく覆う構成のカバー体７０としたが、これに限定せず、カバー側壁部に適宜の開
口を設けたカバー体であってもよい。
【０１２０】
　また、カバー体７０を、プリント配線基板６１の側部６１ｃを全て囲繞するような形状
に形成したが、これに限定せず、第２の面６８に当接して装着可能に形成するとともに、
第２の面６８を覆う形状に形成したカバー体としてもよい。　
　あるいは、第２の面６８と対面する略平板状の平面部と、平面部の装着を許容するとと
もに、第２の面６８に装着可能に形成した支持台とを別体で構成したカバー体としてもよ
い。もしくは、プリント配線基板６１の周縁を折り曲げて立設した部分に装着するカバー
体としてもよい。　
　また、突起部７６をスペーサ４７ａの軸方向長さより短い長さで形成したが、これに限
定せず、突起部７６とスペーサ４７ａとを同じ長さで形成してもよい。
【０１２１】
　また、コネクタ６３を保持するコネクタ保持部７３を有する基板ユニット５０としたが
、これに限定せず、例えば、第１の面６２に実装した第１電気部品６４を覆うようにコネ
クタ保持部７３のフランジ部７３ｂをさらに延設してもよい。これにより、基板ユニット
５０は、第２の面６２を保護するだけでなく、第１の面６４に実装した第１電気部品６４
も保護することができる。
【０１２２】
　また、突起部７６を断面略Ｙ字状としたが、これに限定せず、スペーサ４７ａが嵌合す
る形状であれば、別の突起部の形状を説明する説明図を示す図１４のように、断面略Ｖ字
状（図１４（ａ）参照）、断面視略Ｕ字状（図１４（ｂ）参照）、断面略Ｊ字状（図１４
（ｃ）参照）、あるいは断面略コ字状（図１４（ｄ）参照）であってもよい。
【０１２３】
　さらに、図１４（ｅ）に示すように、断面略Ｃ字状に形成するとともに、挿入口７６ａ
側に係止部７６ｂを有する突起部７６としてもよい。この断面略Ｃ字状の突起部７６は、
図１４（ｆ）に示すように、上下方向から見て挿入口７６ａ側におけるカバー平面部７１
側を切欠くことで、弾性を有する係止部７６ｂを形成している。
【０１２４】
　つまり、断面略Ｃ字状の突起部７６は、スペーサ４７ａに対して嵌合係止可能に形成し
ている。これにより、電源制御装置３２は、制御基板６０と右側面部４７とを締結するネ
ジ２を不要にすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明は、スロットマシンの電源制御装置に限らず、パチンコ機などの遊技ホールに設
置される遊技機における各種制御装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２６】
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１０…スロットマシン
３０…筐体本体
３２…電源制御装置
４０…ケース
４４ａ…開口孔
４７…右側面部
４７ａ…スペーサ
５０…基板ユニット
６０…制御基板
６１ｃ…側部
６２…第１の面
６３…コネクタ
６４…第１電気部品
６８…第２の面
６９…第２電気部品
７０…カバー体
７１…カバー平面部
７２…カバー側壁部
７３…コネクタ保持部
７３ａ…囲繞部
７３ｂ…フランジ部
７３ｃ…支持部
７６…突起部
７６ａ…挿入口
Ｘｂ…後方向
Ｙ…左右方向
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月20日(2014.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に少なくともコネクタを実装した遊技機における制御基板と、
該制御基板に装着して保護するカバー体とで構成するとともに、略ボックス状の基板収納
箱に収納される基板ユニットであって、
前記コネクタを実装した一方の面とは異なる前記制御基板における他方の面に、
導通配線と電気部品とを導通可能に接続した接続箇所を備え、
前記コネクタを、前記基板収納箱に開口形成した開口孔から先端が露出する構成とし、
前記カバー体を、
所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面側を覆うように装着可能に形成したカバ
ー本体部と、
前記カバー本体部から延設するとともに、前記コネクタの外周を保持するコネクタ保持部
とで構成し、
該コネクタ保持部に、
前記基板収納箱の前記開口孔に対して嵌合可能に形成するとともに、前記コネクタの外周
を囲繞する囲繞部分を備えた
基板ユニット。
【請求項２】
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　前記コネクタ保持部を、
前記コネクタの先端近傍を保持する構成とした
請求項１に記載の基板ユニット。
【請求項３】
　前記電気部品を第１の電気部品とし、
前記制御基板を、
前記一方の面に前記第１の電気部品、及びコネクタを実装し、前記他方の面に第２の電気
部品を実装した構成とし、
前記カバー本体部を、
所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面を覆うとともに、前記制御基板の側部を
一体的に囲繞する形状に形成した
請求項１または請求項２に記載の基板ユニット。
【請求項４】
　前記カバー体を、透過性を有する合成樹脂で形成した
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の基板ユニット。
【請求項５】
　前記コネクタ保持部を、
前記カバー本体部に連結されるとともに、前記コネクタの外周を囲繞する前記囲繞部分と
、
前記基板収納箱の内面に近接する前記囲繞部分の位置から突出したフランジ部分とで一体
形成し、
前記フランジ部分を、
前記基板収納箱に開口形成した前記開口孔の大きさよりも大きい外形で形成した
請求項１から請求項４のいずれか一つに記載の基板ユニット。
【請求項６】
　前記他方の面に対向して前記基板ユニットの装着を許容する前記基板収納箱の基板取付
部に設けた略柱状のスペーサに対応する前記カバー本体部の位置に、
前記基板取付部側へ向けて立設した少なくとも１つの突起部を備え、
該突起部を、
前記制御基板と前記基板取付部とが対向する対向方向と交差する挿入方向からの前記スペ
ーサの挿入を許容する挿入口を有するとともに嵌合を許容する断面略凹状に形成した
請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の基板ユニット。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１つに記載の基板ユニットと、
所定の間隔を隔てて対向配置した前記基板ユニットの装着を許容する基板取付部を有する
略ボックス状の基板収納箱とで構成した
制御装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の制御装置を、筐体内部に配置した
遊技機。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば遊技機において、外部から供給された電力を制御する電源制御装置
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のような制御装置、該制御装置に内装される基板ユニット、及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の図柄が描かれたリールを回転させるとともに、適宜のタイミングで停止させるこ
とで、利用者が遊技を楽しむスロットマシンのような遊技機は、電気部品を実装した制御
基板を内部に収容した複数の制御装置によって、リールの回転駆動や回転停止、あるいは
各種演出を制御している。
【０００３】
　このような遊技機における制御装置として、外部から電力の供給を受付けるとともに、
別の制御装置に対して供給する電力を制御する電源制御装置がある。この電源制御装置は
、抵抗器や変圧器などの電気部品や電磁シールドなどを実装した制御基板を、略ボックス
状の基板収納箱に収容、固定して構成している。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載の遊技機は、電源制御基板の一方の面と対向する部分に透明
な窓蓋を設けたケースに、電子部品が実装された電源制御基板を収容、固定して構成した
電源制御装置を筐体内部に配置している。これにより、特許文献１に記載の遊技機は、透
明な窓蓋を介して電源制御基板を観察することができ、電子部品に対する不正行為を早期
に検出できるとされている。
【０００５】
　このような制御基板は、昨今では、コネクタや変圧器などの大型電気部品やＩＣチップ
などの小型電気部品の実装を海外で行うことが増加している。このため、電気部品を実装
した制御基板の輸送過程において、制御基板の回路パターンや電気部品に意図しない外力
が加わって、回路パターンや電気部品が損傷するおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１９７９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の問題に鑑み、電気部品を実装した制御基板を保護することができる基
板ユニット、制御装置、及び遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、一方の面に少なくともコネクタを実装した遊技機における制御基板と、該
制御基板に装着して保護するカバー体とで構成するとともに、略ボックス状の基板収納箱
に収納される基板ユニットであって、前記コネクタを実装した一方の面とは異なる前記制
御基板における他方の面に、導通配線と電気部品とを導通可能に接続した接続箇所を備え
、前記コネクタを、前記基板収納箱に開口形成した開口孔から先端が露出する構成とし、
前記カバー体を、所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の面側を覆うように装着可
能に形成したカバー本体部と、前記カバー本体部から延設するとともに、前記コネクタの
外周を保持するコネクタ保持部とで構成し、該コネクタ保持部に、前記基板収納箱の前記
開口孔に対して嵌合可能に形成するとともに、前記コネクタの外周を囲繞する囲繞部分を
備えたことを特徴とする。
【０００９】
　上記制御基板は、電力を制御する基板、遊技を制御する基板、遊技にかかる演出を制御
する基板、あるいは液晶画面などを制御する基板などとすることができる。
【００１０】
　上記導通配線は、制御基板に設けた回路パターン、あるいは導電線などとすることがで
きる。　
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　上記電気部品は、変圧器などの大型の電気部品、ＩＣチップなどの高さの低い電気部品
などとすることができる。　
　上記接続箇所は、一方の面に配置した電気部品から延びるとともに、スルーホールを介
して他方の面に露出させた足と、他方の面の導通配線とを接続した接続箇所、あるいは他
方の面の導通配線と他方の面に配置した電気部品とを接続した接続箇所とすることができ
る。
【００１１】
　上記カバー体は、絶縁性を有する合成樹脂製やセラミック製のカバー体、あるいは導電
性を有する金属製のカバー体とすることができる。　
　上記所定の間隔は、接続箇所、あるいは他方の面に配置した電気部品とカバー体とが少
なくとも接触しない間隔とすることができる。　
　上記カバー本体部は、制御基板の側部を全て囲繞して他方の面を覆う形状、他方の面に
当接して装着可能に形成するとともに、他方の面を覆う形状、あるいは所定の間隔を隔て
るために設けた略柱状の脚部を介して一方の面を覆う形状とすることができる。
【００１２】
　この発明により、電気部品を実装した制御基板を保護することができる。　
　具体的には、制御基板に装着した状態のカバー体は、他方の面側を覆うことで、例えば
、一方の面に配置した電気部品から延びる足と他方の面における導通配線との接続箇所や
、他方の面に配置した電気部品を保護することができる。
【００１３】
　このため、基板ユニットは、電気部品と導通配線との接続箇所や、電気部品に対して意
図しない外力が加わることを防止することができる。
【００１４】
　さらに、コネクタ保持部がコネクタを保持しているため、コネクタに対して意図しない
外力が加わった場合であっても、基板ユニットは、コネクタの損傷を防止することができ
る。
【００１５】
　これにより、基板ユニットは、導通配線や電気部品、あるいはコネクタの損傷を防止す
ることができる。そして、電気部品やコネクタを介して制御基板に意図しない外力が加わ
ることを阻止できるため、基板ユニットは、制御基板の損傷も防止することができる。
【００１６】
　このため、基板ユニットを輸送しても、制御基板の損傷を防止するとともに、不具合の
検出が容易となるため、例えば、制御基板とカバー体とを組付ける工程、及び基板収納箱
と基板ユニットとを組付ける工程を、異なる場所で行うことができる。　
　このように基板ユニットは、カバー体によって、電気部品などを実装した制御基板を保
護することができる。
【００１７】
　この発明の態様として、前記電気部品を第１の電気部品とし、前記制御基板を、前記一
方の面に前記第１の電気部品、及びコネクタを実装し、前記他方の面に第２の電気部品を
実装した構成とし、前記カバー本体部を、所定の間隔を隔てて前記制御基板の前記他方の
面を覆うとともに、前記制御基板の側部を一体的に囲繞する形状に形成することができる
。
【００１８】
　上記第１の電気部品、及び第２の電気部品は、例えば、第１の電気部品をコネクタや変
圧器などの大型電気部品で構成し、第２の電気部品をＩＣチップなどの小型電気部品で構
成して、大きさや形状が制限された基板収納箱に収容可能であって、多くの電気部品を効
率よく実装した制御基板を構成する。
【００１９】
　この発明により、制御基板に装着した状態のカバー体は、制御基板の他方の面において
、第２の電気部品を配置した外側及び側方を隙間なく覆うことができる。換言すると、制
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御基板における他方の面側に、制御基板とカバー体とで囲われた隙間のない空間を形成す
ることができる。
【００２０】
　さらに、万一、第２の電気部品が脱落しても、基板ユニットは、カバー体と制御基板と
で囲われた空間内に、第２の電気部品を留まらせることができる。このため、例えば、基
板ユニットを軽く揺するだけで異音が発生し、第２の電気部品が脱落したことを容易に検
出することができる。　
　従って、基板ユニットは、カバー体によって、第２の電気部品などを実装した制御基板
を保護するとともに、第２の電気部品の脱落を容易に検出することができる。
【００２１】
　また、この発明の態様として、前記カバー体を、透過性を有する合成樹脂で形成するこ
とができる。　
　この発明により、基板ユニットは、カバー体を介して、制御基板とカバー体とで囲われ
た隙間のない空間内、及び制御基板における他方の面を全て観察可能にすることができる
。
【００２２】
　これにより、例えば、万一、他方の面に配置した電気部品が脱落した場合、基板ユニッ
トは、脱落した電気部品を、カバー体を介した目視によって容易に検出することができる
。このため、基板ユニットは、電気部品の脱落と、脱落によって制御基板のどの部位に不
良が生じたかを目視によって容易に検出することができる。
【００２３】
　さらに、他方の面における回路パターンやハンダ部分が観察可能なため、基板ユニット
は、回路パターンの損傷や、ハンダ割れなどを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニットは、電気部品の脱落だけでなく、他方の面における不具合をさら
に容易に検出することができる。
【００２４】
　また、この発明の態様として、前記コネクタ保持部を、前記カバー本体部に連結される
とともに、前記コネクタの外周を囲繞する前記囲繞部分と、前記基板収納箱の内面に近接
する前記囲繞部分の位置から突出したフランジ部分とで一体形成し、前記フランジ部分を
、前記基板収納箱に開口形成した前記開口孔の大きさよりも大きい外形で形成することが
できる。
【００２５】
　この発明により、基板ユニットは、例えば、基板収納箱に基板ユニットを装着した際、
基板収納箱の開口孔と囲繞部分との隙間を、フランジ部分によって閉塞することができる
。このため、基板ユニットは、埃や異物が基板収納箱の内部に侵入する、あるいは意図的
に異物を挿入する不正な行為をフランジ部分によって阻止することができる。
【００２６】
　これにより、基板ユニットは、一方の面に配置した電気部品の埃や異物の付着による損
傷や短絡を防止するとともに、制御基板に対する不正な行為を防止することができる。　
　従って、基板ユニットは、基板収納箱の開口孔を介してコネクタが露出する場合であっ
ても、フランジ部分によって、電気部品を実装した制御基板の一方の面も保護することが
できる。
【００２７】
　また、この発明の態様として、前記他方の面に対向して前記基板ユニットの装着を許容
する前記基板収納箱の基板取付部に設けた略柱状のスペーサに対応する前記カバー本体部
の位置に、前記基板取付部側へ向けて立設した少なくとも１つの突起部を備え、該突起部
を、前記制御基板と前記基板取付部とが対向する対向方向と交差する挿入方向からの前記
スペーサの挿入を許容する挿入口を有するとともに嵌合を許容する断面略凹状に形成する
ことができる。
【００２８】
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　上記断面略凹状の突起部は、断面略Ｙ字状、断面略Ｖ字状、断面略Ｕ字状、断面略Ｊ字
状、断面略Ｃ字状、あるいは断面略コ字状などであって、スペーサに対して嵌合する、あ
るいは嵌合係止する形状とすることができる。
【００２９】
　この発明により、基板収納箱の基板取付部に装着する際、基板ユニットは、挿入方向に
沿って装着することで、スペーサと突起部とを嵌合させることができる。このため、基板
ユニットは、基板収納箱に対する位置を容易に決定することができる。この際、カバー体
は、挿入方向に沿ったスペーサとの接触による制御基板の損傷を防止することができる。
【００３０】
　これにより、例えば、スペーサに対して制御基板をネジで締結する構成の場合、基板ユ
ニットは、制御基板に設けたネジの挿通を許容する挿通孔と、カバー体に設けたネジの挿
通を許容するカバー挿通孔と、スペーサに設けたネジが螺合するネジ孔とを、スペーサと
突起部による位置決めによって容易に略一致させることができる。
【００３１】
　このため、基板ユニットは、スペーサの位置が視認できない場合であっても、基板収納
箱の基板取付部に対する制御基板の装着を容易にすることができる。　
　従って、基板ユニットは、カバー体に設けた突起部によって、他方の面を保護するとと
もに、基板収納箱に対する装着をより容易にすることができる。
【００３２】
　また、この発明は、上述した基板ユニットと、所定の間隔を隔てて対向配置した前記基
板ユニットの装着を許容する基板取付部を有する略ボックス状の基板収納箱とで構成した
制御装置であることを特徴とする。　
　この発明により、電気部品を実装した制御基板を保護するとともに、電気部品の脱落を
容易に検出できる基板ユニットによって、組付け前に制御基板の不良検出を容易にした制
御装置を構成することができる。
【００３３】
　また、この発明は、上述した制御装置を、筐体内部に配置した遊技機であることを特徴
とする。　
　この発明により、制御基板の不良検出を容易にした制御装置によって、安定した遊技を
行うことができる遊技機を構成することができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明により、電気部品を実装した制御基板を保護できる基板ユニット、制御装置、及
び遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】スロットマシンにおける前方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図２】電源制御装置における前方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図３】電源制御装置における後方上方からの外観を示す外観斜視図。
【図４】ケースにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図５】ケース本体と基板ユニットとを分解した外観を示す分解斜視図。
【図６】基板ユニットにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図７】基板ユニットにおける構成要素の外観を示す分解斜視図。
【図８】基板ユニットにおける右側面視の外観を示す右側面図。
【図９】図８中のＡ－Ａ矢視断面図。
【図１０】ケース本体に装着した状態におけるコネクタ近傍の断面を示す縦断面図。
【図１１】ケースに基板ユニットを装着する第１工程を説明する説明図。
【図１２】ケースに基板ユニットを装着する第２工程を説明する説明図。
【図１３】ケースに基板ユニットを装着した状態を説明する説明図。
【図１４】別の突起部の形状を説明する説明図。
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【発明を実施するための形態】
【００３６】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　本実施形態では、一例として遊技ホールに設置されるスロットマシン１０における電源
制御装置３２について説明する。
【００３７】
　なお、図１はスロットマシン１０における前方上方からの外観斜視図を示している。　
　また、図１中において、矢印Ｘは前後方向を示し（以下「前後方向Ｘ」とする）、矢印
Ｙは左右方向を示している（以下、「左右方向Ｙ」とする）。さらに、図１中の上側を上
方とし、図１中の下側を下方とする。　
　また、前後方向Ｘにおける前方向を前方向Ｘｆとし、後方向を後方向Ｘｂとし、左右方
向Ｙにおける右方向を右方向Ｙｒとし、左方向を左方向Ｙｌとする。
【００３８】
　まず、スロットマシン１０は、図１に示すように、正面視略矩形の箱状体であって、利
用者と対面する前扉２０と、前方向Ｘｆ側が開口した筐体本体３０とで構成している。な
お、前扉２０は、筐体本体３０の前方左端を回転中心にして開閉可能に取り付けられてい
る。
【００３９】
　前扉２０における利用者と対面する表面部分は、液晶モニタ２１、２つの上部スピーカ
ー２２、表示窓２３、操作部２４、パネル部２５、２つの下部スピーカー２６、メダル排
出口２７、及び受け皿２８で構成している。
【００４０】
　より詳しくは、液晶モニタ２１は、前扉２０の上部中央に配置され、遊技中の各種演出
画面や操作の案内画面を表示する機能を有している。この液晶モニタ２１は、前扉２０の
裏面部分に配置された液晶制御装置（図示省略）によって制御される。　
　なお、液晶制御装置は、電気的に接続した後述するサブ制御装置からの制御信号に基づ
いて、遊技に応じた画面情報を液晶モニタ２１に出力する機能を有している。
【００４１】
　上部スピーカー２２は、液晶モニタ２１の左右両端に配置され、後述するメイン制御装
置から出力された音声信号を出力する機能を有している。　
　表示窓２３は、前扉２０の略中央に配置され、筐体本体３０の略中央に配置したリール
ユニット３１の一部分やクレジット枚数の表示などを視認可能な透明部分（図示省略）と
、入賞ラインなどをプリントした不透明部分（図示省略）とを一体にして構成している。
なお、前扉２０の裏面部分における表示窓２３の周囲には、裏面から表示窓２３を照明す
るバックライトなどが配置されている。
【００４２】
　操作部２４は、表示窓２３の下方において前方に膨出した部分に配置されたメダル投入
口２４ａ、入力ボタンユニット２４ｂ、ＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃ、投入精算ボタンユニ
ット２４ｄ、スタートレバー２４ｅ、３つのストップボタン２４ｆで構成している。なお
、操作部２４は、後述するメイン制御装置と電気的に接続している。
【００４３】
　メダル投入口２４ａは、操作部２４の上面右端に配置され、利用者によるメダルの投入
を受付ける機能を有している。なお、前扉２０の裏面部分には、メダル投入口２４ａに接
続されるとともに、投入されたメダルを検出する機能と、メダルを選別する機能と、選別
したメダルに応じて後述するメダル払出装置、あるいはメダル排出口２７に排出する機能
とを有するメダルセレクター（図示省略）を配置している。
【００４４】
　入力ボタンユニット２４ｂは、操作部２４の上面略中央に配置され、液晶モニタ２１に
表示された画面の指示に沿って利用者による選択押下操作を許容する選択ボタン（図示省
略）と、チャンスボタン（図示省略）とで構成している。　
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　ＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃは、入力ボタンユニット２４ｂの左側に配置され、一回の遊
技におけるメダルの最大賭け数を、獲得したメダル枚数をデータとして蓄積しているクレ
ジットからセットすることを所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４５】
　投入精算ボタンユニット２４ｄは、操作部２４の上面左端に配置され、利用者による押
下操作によって、一回の遊技におけるメダルの賭け数を、クレジットから一枚ずつセット
する投入ボタン（図示省略）と、クレジットに貯留されているメダルを精算して排出する
精算ボタン（図示省略）とで構成している。　
　スタートレバー２４ｅは、操作部２４の前面左端に配置され、リールユニット３１を構
成する３つのリールの回転開始を所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４６】
　３つのストップボタン２４ｆは、操作部２４の前面略中央に並置され、リールユニット
３１の３つのリールにそれぞれ対応している。このストップボタン２４ｆは、対応するリ
ールの回転停止を所望する利用者の操作を受付ける機能を有している。
【００４７】
　パネル部２５は、操作部２４の下方に配置され、スロットマシン１０の機種名を示すイ
ラストなどのパネルと、パネルを照明するバックライトなどで構成している。　
　下部スピーカー２６は、パネル部２５の下方における左右両端に配置され、後述するサ
ブ制御装置から出力された音声信号を出力する機能を有している。
【００４８】
　メダル排出口２７は、パネル部２５の下方における略中央に配置され、前扉２０の裏面
に配置したメダルセレクター、あるいは後述する筐体本体３０に配置したメダル払出装置
から搬送されたメダルを受け皿２８に排出するように構成している。　
　受け皿２８は、前扉２０の下部において前方に向けて配置され、メダル排出口２７から
排出されたメダルを貯留可能に構成している。
【００４９】
　一方、筐体本体３０の内部には、詳細な図示を省略するが、メイン制御装置、サブ制御
装置、リールユニット３１、メダル払出装置、補助タンク、及び電源制御装置３２などを
配置している。
【００５０】
　より詳しくは、メイン制御装置は、操作部２４やリールユニット３１などの各種機器と
電気的に接続され、スタートレバー２４ｅからの入力信号によって抽選する機能、ストッ
プボタン２４ｆからの入力信号によってリールユニット３１の回転、停止を制御する機能
などを有している。さらに、メイン制御装置は、電気的に接続された上部スピーカー２２
及び下部スピーカー２６へ音声信号を出力する機能を有している。
【００５１】
　サブ制御装置は、メイン制御装置及び各種機器と電気的に接続されている。このサブ制
御装置は、メイン制御装置からの入力信号により、各種演出動作を決定して、液晶制御装
置への制御信号を出力する機能、及び各バックライトなどを制御する機能を有している。
【００５２】
　リールユニット３１は、複数の図柄がプリントされたリールを３つ並置するとともに、
電気的に接続されたメイン制御装置による制御によって、それぞれ独立して回転、停止す
る機能を有している。　
　メダル払出装置は、メダル投入口２４ａから投入されたメダルを貯留する機能と、遊技
の進行に応じてメダル排出口２７を介してメダルを排出する機能とを有している。
【００５３】
　補助タンクは、メダル払出装置に隣接して配置され、メダル払出装置から溢れたメダル
を貯留する機能を有している。　
　電源制御装置３２は、外部から供給される電力を制御する機能と、上述した各部に電力
を供給する機能とを有している。
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【００５４】
　このような構成のスロットマシン１０は、利用者が一回の遊技における最大賭け数のメ
ダルをメダル投入口２４ａに投入する、あるいはＭＡＸＢＥＴボタン２４ｃを押下操作し
て、一回の遊技におけるメダルの最大賭け数をクレジットからセットし、スタートレバー
２４ｅを操作すると、３つのリールが回転開始する。
【００５５】
　その後、利用者が、３つのストップボタン２４ｆを任意のタイミングで押下することで
、ストップボタン２４ｆに対応したリールが停止する。リールにプリントされた図柄が揃
えば、図柄に応じてメダルがクレジットに貯留される、あるいはメダル排出口２７から排
出される。このようにして、利用者は、スロットマシン１０における遊技を楽しむ。
【００５６】
　引続き、上述した電源制御装置３２について、図２から図１０を用いて詳しく説明する
。　
　なお、図２は電源制御装置３２における前方上方からの外観斜視図を示し、図３は電源
制御装置３２における後方上方からの外観斜視図を示し、図４はケース４０における構成
要素の分解斜視図を示し、図５はケース本体４３と基板ユニット５０とを分解した分解斜
視図を示している。
【００５７】
　さらに、図６は基板ユニット５０における構成要素の分解斜視図を示し、図７は基板ユ
ニット５０における構成要素の分解斜視図を示し、図８は基板ユニットにおける右側面視
からの右側面図を示し、図９は図８中のＡ－Ａ矢視断面図を示し、図１０はケース本体４
３に装着した状態におけるコネクタ６３近傍の縦断面図を示している。
【００５８】
　電源制御装置３２は、図２及び図３に示すように、上下方向に長い正面視略矩形のボッ
クス状であって、前面に電源スイッチ４１ｂが配置され、上面からコネクタ６３が露出す
るとともに、背面下部から電源コネクタ４６ｂが露出している。
【００５９】
　より詳しくは、電源制御装置３２は、図４及び図５に示すように、ケース４０と、ケー
ス４０の内部に固定した基板ユニット５０とで構成している。　
　ケース４０は、図４に示すように、前面部分である前面パネル４１と、左側面部分であ
る左側面パネル４２と、右側面部分、上面部分、底面部分、及び背面部分を一体形成した
ケース本体４３とで構成している。
【００６０】
　前面パネル４１は、略平板状の平板の四辺を後方に折り返した立体形状に形成している
。この前面パネル４１における折り返した上面、及び底面には、ケース本体４３に螺合す
るネジ１の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省略）を形成している。
【００６１】
　さらに、前面パネル４１における前面部分には、開閉可能で透明なスイッチカバー４１
ａで覆われた電源スイッチ４１ｂを配置している。なお、電源スイッチ４１ｂは、複数の
被覆電線の先端に設けたスイッチ用オス型コネクタ４１ｃを介して、後述する基板ユニッ
ト５０のスイッチ用メス型コネクタ６５に電気的に接続される。
【００６２】
　左側面パネル４２は、略平板状の側面本体部４２ａと、側面本体部４２ａの上端から上
方に延設した上方外縁部４２ｂと、前端から前方に延設した前方外縁部４２ｃとを一体に
して形成している。　
　側面本体部４２ａは、後述するケース本体４３における左側方の開口を閉塞可能な大き
さに形成するとともに、ケース本体４３に螺合するネジ１の挿通を許容するネジ挿通孔（
図示省略）を８つ形成している。
【００６３】
　上方外縁部４２ｂは、側面本体部４２ａにおける前後方向Ｘの長さと略同等の長さで、
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上方に向けて所定の長さで延設している。この上方外縁部４２ｂには、筐体本体３０の内
面に電源制御装置３２を固定するネジ（図示省略）の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省
略）を１つ開口形成している。
【００６４】
　前方外縁部４２ｃは、側面本体部４２ａにおける上下方向の長さと略同等の長さで、前
方に向けて所定の長さで延設している。この前方外縁部４２ｃには、筐体本体３０の内面
に電源制御装置３２を固定するネジ（図示省略）の挿通を許容するネジ挿通孔（図示省略
）を２つ開口形成している。
【００６５】
　ケース本体４３は、図５に示すように、ケース４０の上面部分である上面部４４と、ケ
ース４０の底面部分である底面部４５と、ケース４０の背面部分である背面部４６と、ケ
ース４０の右側面部分である右側面部４７とを一体にして形成している。
【００６６】
　上面部４４は、右側面部４７の上端から延設して形成している。この上面部４４には、
前端から後方向Ｘｂに向けて開口形成した開口孔４４ａを備えている。この開口孔４４ａ
は、後述するコネクタ保持部７３の嵌合を許容する大きさで、前端が開口した端部開口孔
形状に形成している。
【００６７】
　さらに、上面部４４の左端には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介し
て左側面パネル４２の装着を許容するパネル装着部４４ｂを一体形成し、上面部４４の前
端には、ネジ１を介して前面パネル４１の装着を許容する前端延設部４４ｃを一体形成し
ている。
【００６８】
　底面部４５は、右側面部４７の下端から延設して形成している。この底面部４５の左端
には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介して左側面パネル４２の装着を
許容するパネル装着部４５ａを一体形成し、底面部４５の前端には、ネジ１を介して前面
パネル４１の装着を許容する前端延設部４５ｂを一体形成している。
【００６９】
　背面部４６は、右側面部４７の後端から略垂直に折り曲げて形成した部分と、底面部４
５の後端から略垂直に折り曲げて形成した部分とを組み合わせて形成している。さらに、
背面部４６の左端には、左側面パネル４２と対面するとともに、ネジ１を介して左側面パ
ネル４２の装着を許容するパネル装着部４６ａを一体形成している。
【００７０】
　加えて、背面部４６における下方は、電源ケーブルの接続を許容する電源コネクタ４６
ｂの先端を外部に露出させて装着可能に構成している。なお、電源コネクタ４６ｂは、複
数の被覆電線の先端に設けた電源用オス型コネクタ４６ｃを介して、後述する基板ユニッ
ト５０の電源用メス型コネクタ６６に電気的に接続される。
【００７１】
　右側面部４７は、所定の間隔を隔てて基板ユニット５０の取付けを許容する略平板状に
形成している。この右側面部４７には、後述する基板ユニット５０の第１挿通孔６１ａに
対応する位置に、後述するネジ２の螺合を許容する略柱状のスペーサ４７ａを５つ配置し
ている（図１１参照）。
【００７２】
　このスペーサ４７ａは、右側面部４７に予め開口形成した穴に対して圧入嵌合すること
で、右側面部４７との相対回転を不可にして一体的に組み付けている。　
　このように上面部４４、底面部４５、背面部４６、及び右側面部４７で一体的に構成し
たケース本体４３は、左方向Ｙｌ、及び前方向Ｘｆが開口した形状に形成している。なお
、ケース本体４３における前方向Ｘｆの開口を、基板ユニット５０の挿入を許容する挿入
部４３ａとする。
【００７３】
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　基板ユニット５０は、図６及び図７に示すように、電子部品を実装した制御基板６０と
、制御基板６０を覆うカバー体７０とで構成している。　
　制御基板６０は、図６及び図７に示すように、回路パターン（図示省略）やスルーホー
ル（図示省略）などが形成されたプリント配線基板６１と、プリント配線基板６１に実装
したコネクタ６３や電気部品などで構成している。
【００７４】
　より詳しくは、プリント配線基板６１は、所定の厚みを有する側面視略矩形の平板であ
って、前方下端及び後方下端の隅部を略矩形に切断した形状に形成している。そして、左
右方向Ｙにおいて、プリント配線基板６１における左側面パネル４２と対面する第１の面
６２に、コネクタ６３、第１電気部品６４、スイッチ用メス型コネクタ６５、電源用メス
型コネクタ６６、及び放熱板６７などを実装し、プリント配線基板６１における右側面部
４７と対面する第２の面６８に、第２電気部品６９を実装して、制御基板６０を構成して
いる。
【００７５】
　さらに、制御基板６０には、スペーサ４７ａに螺合するネジ２の挿通を許容する５つの
第１挿通孔６１ａと、カバー体７０に螺合するネジ３の挿通を許容する３つの第２挿通孔
６１ｂを形成している。
【００７６】
　第１挿通孔６１ａは、上下方向の上端近傍において、前後方向Ｘの略中央よりやや前方
及び後端近傍にそれぞれ１つずつ並置し、上下方向の略中央において、前後方向Ｘの略中
央に１つ配置し、上下方向の略中央より下方において、前後方向Ｘの後端近傍に１つ配置
し、上下方向の下端近傍において前後方向の前端近傍に１つ配置している。
【００７７】
　一方、第２挿通孔６１ｂは、上下方向の上端近傍よりやや下方において、前後方向Ｘの
前端に１つ配置し、上端後方近傍の第１挿通孔６１ａの下方に１つ配置し、上下方向の下
端において、前後方向Ｘの後端に１つ配置している。
【００７８】
　コネクタ６３は、プリント配線基板６１における上端及び前端近傍において、内部に保
持した複数の端子を露出させる開口を上方に向けて配置している。なお、端子の他端は、
プリント配線基板６１に設けたスルーホールを介して第２の面６８にその先端が露出する
とともに、第２の面６８にハンダ付けされている。
【００７９】
　第１電気部品６４は、電解コンデンサや、抵抗器、トランス、半導体ＩＣなどである。
なお、第１電気部品６４は、スルーホールを介して第２の面６８に突出した足を、第２の
面６８に設けた回路パターンにハンダ付けによって導通可能に接続している。　
　第２電気部品６９は、左右方向Ｙにおける厚みが薄い半導体ＩＣなどである。なお、第
２電気部品６９は、第２の面６８に設けた回路パターンにハンダ付けによる表面実装によ
って導通可能に接続している。
【００８０】
　カバー体７０は、図６から図１０に示すように、透過性の合成樹脂で形成され、第２の
面６８に対して、第２電気部品６９が接触しない間隔を隔てて対向する略平板状のカバー
平面部７１と、カバー平面部７１の外縁から制御基板６０側へ延設したカバー側壁部７２
と、カバー平面部７１から制御基板６０側へ延設したコネクタ保持部７３とを一体にして
形成している。
【００８１】
　カバー平面部７１は、平面視において、制御基板６０における第２の面６８と略同等の
形状、及び大きさに形成している。さらに、カバー平面部７１には、第１挿通孔６１ａに
対応する位置において、制御基板６０に向けて略円柱状に立設するとともに、ネジ２の挿
通を許容する５つのネジ挿通部７４を形成している。
【００８２】
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　加えて、カバー平面部７１には、第２挿通孔６１ｂに対応する位置において、左右方向
Ｙに向けて両面から略円柱状に立設するとともに、ネジ３の螺合を許容する３つのネジ取
付部７５を形成している。　
　カバー側壁部７２は、図９に示すように、プリント配線基板６１の側部６１ｃを全て囲
繞するように、カバー平面部７１の外縁に沿って形成している。
【００８３】
　また、左右方向Ｙにおいて、右側面部４７と対面するカバー平面部７１の面には、図７
及び図８に示すように、３つの第１挿通孔６１ａに対応する位置に、外方に向けて突出し
た３つの突起部７６を形成している。
【００８４】
　より詳しくは、突起部７６は、上下方向の上端近傍で前後方向Ｘの略中央よりやや前方
に位置する第１挿通孔６１ａ、上下方向の略中央より下方で後端近傍に位置する第１挿通
孔６１ａ、上下方向の下端近傍で前端近傍に位置する第１挿通孔６１ａに対応する位置に
形成している。つまり、突起部７６は、上下方向及び前後方向Ｘにおいて、それぞれ異な
る位置に配置している。
【００８５】
　この突起部７６は、図８及び図１０に示すように、後方向Ｘｂ側が開口した断面略Ｙ字
状に形成している。突起部７６は、後方向Ｘｂ側の開口をスペーサ４７ａの挿入を許容す
る挿入口７６ａとして、上下方向で対向する面でスペーサ４７ａを挟持するように形成し
ている（図１３参照）。なお、突起部７６は、スペーサ４７ａの軸方向長さより短い長さ
で、カバー平面部７１から突出して形成している。
【００８６】
　コネクタ保持部７３は、図７及び図１０に示すように、カバー平面部７１の上端前方近
傍において、コネクタ６３に対応する位置に形成している。このコネクタ保持部７３は、
コネクタ６３の外周を囲繞する囲繞部７３ａと、囲繞部７３ａの外周面から外方に向けて
突出したフランジ部７３ｂと、囲繞部７３ａとカバー平面部７１とを連結して支持する支
持部７３ｃを一体構成している。
【００８７】
　囲繞部７３ａは、上面部４４の開口孔４４ａと略同等で嵌合可能な大きさの外形に形成
している。さらに、囲繞部７３ａは、コネクタ６３の外形と略同等の大きさで開口形成す
るとともに、コネクタ６３を保持するコネクタ開口孔７３ｄを備えている。
【００８８】
　フランジ部７３ｂは、囲繞部７３ａにおける上面部４４の内面に近接する位置において
、開口孔４４ａの外形より大きい大きさの略平板状に形成している。　
　支持部７３ｃは、上下方向において、フランジ部７３ｂと略同位置に形成するとともに
、フランジ部７３ｂと一体的に形成している。
【００８９】
　以上のような構成の電源制御装置３２において、制御基板６０とカバー体７０とを組付
ける工程、及び基板ユニット５０とケース４０とを組付ける工程について、図１１から図
１３を用いて詳しく説明する。
【００９０】
　なお、図１１はケース４０に基板ユニット５０を装着する第１工程を説明する説明図を
示し、図１２はケース４０に基板ユニット５０を装着する第２工程を説明する説明図を示
し、図１３はケース４０に基板ユニット５０を装着した状態を説明する説明図を示してい
る。
【００９１】
　まず、制御基板６０をカバー体７０に装着する。より詳しくは、制御基板６０のコネク
タ６３を、コネクタ開口孔７３ｄに対して下方から挿入する。そして、コネクタ６３とコ
ネクタ開口孔７３ｄとの接触箇所を支点にして、制御基板６０の下端を回転させながら、
制御基板６０をカバー体７０に装着する。
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【００９２】
　この際、カバー体７０のカバー側壁部７２が、プリント配線基板６１の側部６１ｃを隙
間なく覆うように、制御基板６０をカバー体７０に装着する。そして、カバー体７０に制
御基板６０を装着すると、３つのネジ３を制御基板６０の第２挿通孔６１ｂに挿通すると
ともに、カバー体７０のネジ取付部７５に螺合して、制御基板６０とカバー体７０とを締
結し、基板ユニット５０を構成する。
【００９３】
　その後、基板ユニット５０をケース本体４３に装着する。より詳しくは、図１１に示す
ように、カバー体７０を右方向Ｙｒに向けた基板ユニット５０を、挿入部４３ａから後方
向Ｘｂに向けてケース本体４３に挿入する。この際、図１０及び図１２に示すように、フ
ランジ部７３ｂが上面部４４の内面側に位置するようにして、コネクタ保持部７３の囲繞
部７３ａをケース４０の開口孔４４ａに嵌合させながら挿入する。
【００９４】
　さらに、後方向Ｘｂに向けて基板ユニット５０を挿入すると、図１３に示すように、突
起部７６に対して、スペーサ４７ａが挿入口７６ａを介して嵌合して、制御基板６０の第
１挿通孔６１ａと、カバー平面部７１のネジ挿通部７４と、スペーサ４７ａとが側面視に
おいて略一致する。
【００９５】
　この状態において、第１挿通孔６１ａを介してネジ２をスペーサ４７ａに螺合すること
で、ケース本体４３に対して基板ユニット５０を締結する。ケース本体４３と基板ユニッ
ト５０とを締結したのち、電源用オス型コネクタ４６ｃを制御基板６０の電源用メス型コ
ネクタ６６に接続する。
【００９６】
　その後、ケース本体４３の挿入部４３ａを閉塞するように、前面パネル４１を被せて、
ネジ１で、ケース本体４３と前面パネル４１とを締結する。そして、スイッチ用オス型コ
ネクタ４１ｃを制御基板６０のスイッチ用メス型コネクタ６５に接続する。
【００９７】
　さらに、ケース本体４３に対して左側面パネル４２を被せて、ネジ１でケース本体４３
と左側面パネル４２とを締結して電源制御装置３２を構成する。このようにして組み付け
た電源制御装置３２を筐体本体３０の所定の位置に固定する。
【００９８】
　以上のような構成を実現する基板ユニット５０、電源制御装置３２、及びスロットマシ
ン１０は、第２電気部品６９を実装した制御基板６０を保護することができる。
【００９９】
　具体的には、制御基板６０に装着した状態のカバー体７０は、第２の面６８側を覆うこ
とで、第１の面６２に配置した第１電気部品６４から延びる足と第２の面６８における回
路パターンとのハンダ付け箇所や、第２の面６８に配置した第電気部品６９を保護するこ
とができる。
【０１００】
　このため、基板ユニット５０は、第１電気部品６４と回路パターンとのハンダ付け箇所
や、第２電気部品６９に対して意図しない外力が加わることを防止することができる。
【０１０１】
　さらに、コネクタ保持部７３がコネクタ６３を保持しているため、コネクタ６３に対し
て意図しない外力が加わった場合であっても、基板ユニット５０は、コネクタ６３の損傷
を防止することができる。
【０１０２】
　これにより、基板ユニット５０は、回路パターンや第２電気部品６９、あるいはコネク
タ６３の損傷を防止することができる。そして、第２電気部品６９やコネクタ６３を介し
て制御基板６０に意図しない外力が加わることを阻止できるため、基板ユニット５０は、
制御基板６０の損傷も防止することができる。
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【０１０３】
　このため、基板ユニット５０を輸送しても、制御基板６０の損傷を防止するとともに、
不具合の検出が容易となるため、例えば、制御基板６０とカバー体７０とを組付ける工程
、及びケース４０と基板ユニット５０とを組付ける工程を、異なる場所で行うことができ
る。　
　このように、基板ユニット５０は、カバー体７０によって、第２電気部品６９などを実
装した制御基板６０を保護することができる。
【０１０４】
　また、カバー平面部７１及びカバー側壁部７２によって、制御基板６０を覆うことで、
制御基板６０に装着した状態のカバー体７０は、制御基板６０の第２の面６８において、
第２電気部品６９を配置した外側及び側方を隙間なく覆うことができる。換言すると、制
御基板６０における第２の面６８側に、制御基板６０とカバー体７０とで囲われた隙間の
ない空間を形成することができる。
【０１０５】
　さらに、万一、第２電気部品６９が脱落しても、基板ユニット５０は、カバー体７０と
制御基板６０とで囲われた空間内に、第２電気部品６９を留まらせることができる。この
ため、例えば、基板ユニット５０を軽く揺するだけで異音が発生し、第２電気部品６９が
脱落したことを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、カバー体７０によって、第２電気部品６９などを実装し
た制御基板６０を保護するとともに、第２電気部品６９の脱落を容易に検出することがで
きる。
【０１０６】
　また、カバー体７０を透過性の合成樹脂で形成したことにより、基板ユニット５０は、
カバー体７０を介して、制御基板６０とカバー体７０とで囲われた隙間のない空間内、及
び制御基板６０における第２の面６８を全て観察可能にすることができる。
【０１０７】
　これにより、万一、第２電気部品６９が脱落した場合、基板ユニット５０は、脱落した
第２電気部品６９を、カバー体７０を介した目視によって容易に検出することができる。
このため、基板ユニット５０は、第２電気部品６９の脱落と、脱落によって制御基板６０
のどの部位に不良が生じたかを目視によって容易に検出することができる。
【０１０８】
　さらに、第２の面６８における回路パターンやハンダ部分が観察可能なため、基板ユニ
ット５０は、回路パターンの損傷や、ハンダ割れなどを容易に検出することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、第２電気部品６９の脱落だけでなく、第２の面６８にお
ける不具合をさらに容易に検出することができる。
【０１０９】
　また、コネクタ保持部７３のフランジ部７３ｂを、ケース４０の開口孔４４ａの大きさ
よりも大きい外形で形成したことにより、基板ユニット５０は、ケース４０に基板ユニッ
ト５０を装着した際、ケース４０の開口孔４４ａと囲繞部７３ａとの隙間を、フランジ部
７３ｂによって閉塞することができる。このため、基板ユニット５０は、埃や異物がケー
ス４０の内部に侵入する、あるいは意図的に異物を挿入する不正な行為をフランジ部７３
ｂによって阻止することができる。
【０１１０】
　これにより、基板ユニット５０は、埃や異物の付着による第１電気部品６４の損傷や短
絡を防止するとともに、制御基板６０に対する不正な行為を防止することができる。　
　従って、基板ユニット５０は、ケース４０の開口孔４４ａを介してコネクタ６３が露出
する場合であっても、フランジ部７３ｂによって、第１電気部品６４を実装した制御基板
６０の一方の面も保護することができる。
【０１１１】
　また、カバー平面部７１に、後方向Ｘｂからのスペーサ４７ａの挿入を許容する挿入口
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７６ａを有するとともに嵌合を許容する３つの突起部７６を備えたことにより、ケース４
０の右側面部４７に装着する際、基板ユニット５０は、後方向Ｘｂに沿って装着すること
で、スペーサ４７ａと突起部７６とを嵌合させることができる。
【０１１２】
　このため、基板ユニット５０は、ケース４０に対する位置を容易に決定することができ
る。この際、カバー体７０は、後方向Ｘｂに沿ったスペーサ４７ａとの接触による制御基
板６０の損傷を防止することができる。
【０１１３】
　さらに、スペーサ４７ａと突起部７６とが嵌合することによって、基板ユニット５０と
右側面部４７との位置決めが容易になるため、基板ユニット５０は、制御基板６０の第１
挿通孔６１ａと、カバー体７０のネジ挿通部７４と、スペーサ４７ａとを容易に略一致さ
せることができる。
【０１１４】
　このため、基板ユニット５０は、スペーサ４７ａの位置が視認できない場合であっても
、ケース４０の右側面部４７に対する制御基板６０の装着を容易にすることができる。　
　従って、基板ユニット５０は、カバー体７０に設けた突起部７６によって、第２の面６
８を保護するとともに、ケース４０に対する装着をより容易にすることができる。
【０１１５】
　また、ケース４０に基板ユニット５０を装着したことにより、第２電気部品６９を実装
した制御基板６０を保護するとともに、第２電気部品６９の脱落を容易に検出できる基板
ユニット５０によって、組付け前に制御基板６０の不良検出を容易にした電源制御装置３
２を構成することができる。
【０１１６】
　また、電源制御装置３２を、筐体本体３０の内部に配置したことにより、制御基板６０
の不良検出を容易にした電源制御装置３２によって、安定した遊技を行うことができるス
ロットマシン１０を構成することができる。
【０１１７】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明の導通配線は、実施形態の回路パターンに対応し、
以下同様に、
一方の面は、第１の面６２に対応し、
第１の電気部品は、第１電気部品６４に対応し、
他方の面は、第２の面６８に対応し、
第２の電気部品は、第２電気部品６９に対応し、
遊技機は、スロットマシン１０に対応し、
基板収納箱は、ケース４０に対応し、
所定の間隔は、第２電気部品６９が接触しない間隔に対応し、
カバー本体部は、カバー平面部７１、及びカバー側壁部７２に対応し、
囲繞部分は、囲繞部７３ａに対応し、
フランジ部分は、フランジ部７３ｂに対応し、
支持部分は、支持部７３ｃに対応し、
基板取付部は、右側面部４７に対応し、
対向方向は、左右方向Ｙに対応し、
挿入方向は、後方向Ｘｂに対応し、
制御装置は、電源制御装置３２に対応し、
筐体は、筐体本体３０に対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を
得ることができる。
【０１１８】
　例えば、上述の実施形態では、電源制御装置３２における基板ユニット５０について説
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明したが、これに限定せず、メイン制御装置、サブ制御装置、あるいは液晶制御装置にお
ける基板ユニットであってもよい。　
　また、カバー体７０を絶縁性及び透過性を有する合成樹脂製としたが、これに限定せず
、絶縁性を有するセラミック製のカバー体などとしてもよい。
【０１１９】
　また、制御基板６０の第２の面６８を隙間なく覆うカバー本体部を、カバー平面部７１
及びカバー側壁部７２で構成としたが、これに限定せず、第２の面６８を隙間なく覆うド
ーム状のカバー本体部によってカバー体７０を構成してもよい。　
　また、カバー平面部７１とカバー側壁部７２とによって、制御基板６０の第２の面６９
を隙間なく覆う構成のカバー体７０としたが、これに限定せず、カバー側壁部に適宜の開
口を設けたカバー体であってもよい。
【０１２０】
　また、カバー体７０を、プリント配線基板６１の側部６１ｃを全て囲繞するような形状
に形成したが、これに限定せず、第２の面６８に当接して装着可能に形成するとともに、
第２の面６８を覆う形状に形成したカバー体としてもよい。　
　あるいは、第２の面６８と対面する略平板状の平面部と、平面部の装着を許容するとと
もに、第２の面６８に装着可能に形成した支持台とを別体で構成したカバー体としてもよ
い。もしくは、プリント配線基板６１の周縁を折り曲げて立設した部分に装着するカバー
体としてもよい。　
　また、突起部７６をスペーサ４７ａの軸方向長さより短い長さで形成したが、これに限
定せず、突起部７６とスペーサ４７ａとを同じ長さで形成してもよい。
【０１２１】
　また、コネクタ６３を保持するコネクタ保持部７３を有する基板ユニット５０としたが
、これに限定せず、例えば、第１の面６２に実装した第１電気部品６４を覆うようにコネ
クタ保持部７３のフランジ部７３ｂをさらに延設してもよい。これにより、基板ユニット
５０は、第２の面６２を保護するだけでなく、第１の面６４に実装した第１電気部品６４
も保護することができる。
【０１２２】
　また、突起部７６を断面略Ｙ字状としたが、これに限定せず、スペーサ４７ａが嵌合す
る形状であれば、別の突起部の形状を説明する説明図を示す図１４のように、断面略Ｖ字
状（図１４（ａ）参照）、断面視略Ｕ字状（図１４（ｂ）参照）、断面略Ｊ字状（図１４
（ｃ）参照）、あるいは断面略コ字状（図１４（ｄ）参照）であってもよい。
【０１２３】
　さらに、図１４（ｅ）に示すように、断面略Ｃ字状に形成するとともに、挿入口７６ａ
側に係止部７６ｂを有する突起部７６としてもよい。この断面略Ｃ字状の突起部７６は、
図１４（ｆ）に示すように、上下方向から見て挿入口７６ａ側におけるカバー平面部７１
側を切欠くことで、弾性を有する係止部７６ｂを形成している。
【０１２４】
　つまり、断面略Ｃ字状の突起部７６は、スペーサ４７ａに対して嵌合係止可能に形成し
ている。これにより、電源制御装置３２は、制御基板６０と右側面部４７とを締結するネ
ジ２を不要にすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明は、スロットマシンの電源制御装置に限らず、パチンコ機などの遊技ホールに設
置される遊技機における各種制御装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２６】
１０…スロットマシン
３０…筐体本体
３２…電源制御装置
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４０…ケース
４４ａ…開口孔
４７…右側面部
４７ａ…スペーサ
５０…基板ユニット
６０…制御基板
６１ｃ…側部
６２…第１の面
６３…コネクタ
６４…第１電気部品
６８…第２の面
６９…第２電気部品
７０…カバー体
７１…カバー平面部
７２…カバー側壁部
７３…コネクタ保持部
７３ａ…囲繞部
７３ｂ…フランジ部
７３ｃ…支持部
７６…突起部
７６ａ…挿入口
Ｘｂ…後方向
Ｙ…左右方向
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